
◎冷蔵倉庫の判別方法

非木造（鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造など）の倉庫を

所有している。

はい いいえ

倉庫そのものに冷蔵機能を備えた建物である（倉庫内に単に冷蔵庫を設置してい

るような場合は、今回の改正による変更はありません。）

はい いいえ

保管温度が摂氏１０℃以下に保たれる倉庫である（冷却設備の稼働状

況を記録した運転記録簿等又はそれに代わるものが存在する。）

はい いいえ

その倉庫１棟全てが冷蔵倉庫である

はい いいえ

倉庫１棟のうち、冷蔵倉庫部分が

５０％以上の床面積を占めている

いいえ

はい

このたびの改正による変更はございませんので、

ご連絡は不要です

現況を調査させていただく必要がある可能性があります。

一度税務課固定資産税係までお電話ください。


